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第5章 中心市街地の活性化方策 

 

5.1  前提条件の整理 

 

5.1.1  まちづくり実行計画における位置付け 

平成 27年度に策定した「まちづくり実行計画」においては、道道昇格を想定した中心市街

地の活性化方策に関連し、「賑わいのある市街地再生ゾーン」との位置付けで、導入施設とし

て右の機能が例示されている。 

 

表 5-1 賑わいのある市街地再生ゾーンの導入施設（例） 

 

必要機能 主たる導入施設等（例） 

地域振興機能 ・物販施設 

・飲食施設 

・まちなみの景観形成（全体・個別建物） 

癒し・休憩機能 ・足湯 

防災機能 ・道路拡幅（延焼被害抑制） 

・街路樹の植栽（延焼被害抑制） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典／平成 27年度 新幹線を核にしたまちづくり実行計画 
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5.1.2  長万部町の商業を取り巻く環境について 

長万部町の小売事業者数は平成 26年で 61軒であり、ピークだった昭和 51年の 3割以下の

水準であり、販売額もピーク時（昭和 60年）の約半分の水準となっている。 

平成 26年の売場面積は 4,806㎡であり、平成 6年当時と比較しても半分以下の水準となっ

ている。また、人口 1人あたりの小売販売額も減少する傾向にある。 

本町通全体を商店街として考えた場合、こうした地域としての購買力の推移にも留意して

今後のあり方を検討していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料／商業統計調査（北海道）を基にドーコン作成より 

 

図 5-1 長万部町の小売事業者数及び年間商業販売額（小売）の推移 
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資料／商業統計調査（北海道）を基にドーコン作成より 

 

図 5-2 長万部町の売場面積及び人口の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料／商業統計調査（北海道）を基にドーコン作成より 

 

図 5-3 長万部町と北海道の人口１人あたり小売販売額の推移  
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5.2  類似事例 

 

5.2.1  乙部町（街なみ環境整備事業） 

  

■事業の概要 

・ 事 業 名 ： 

・整備期間： 

・ 事 業 費 ： 

・街路延長： 

・ 施 設 等 ： 

乙部市街地地区街なみ環境整備事業 

平成 17 年度～平成 26 年度 

2.66 億円（街路整備に係る費用を除く、うち国費 1.26 億円） 

722m（1 工区 325m、2 工区 179m、３工区 218m） 

ポケットパーク（4 箇所、40 百万円）、防火水槽（2 基、20 百万円）、集会所（276

㎡、100 百万円）、案内看板（4 基、16 百万円）、街灯（26 基、16 百万円）、電

柱美装化（30 本、10 百万円）、セットバック修景（1,440 ㎡、26 百万円）、住

宅等修景（62 戸、38 百万円） 

■施設整備経緯 

・昭和 63 年から期成会を発足し、中心商業地のあり方の調査や住民以降、視察、懇談会等を実施 

・平成６年度に「乙部市街地まちづくりマスタープラン」を策定 

・その後も商工会や期成会による「乙部港線のまちづくり懇談会」を組織し、議論を重ねる。 

・平成 11 年に検討協議会を設立 

・平成 15 年度～20 年用地補償 

・平成 16 年 10 月に街なみ形成に向けたまちづくり協定内容に合意し、協定を締結。 

・平成 19 年～21 年で道路工事 

■基本計画内容等 

▼地区施設等の整備に関する基本方針 

・小公園等（乙部港線と国道 229 号の交差点部をエントランス部として小公園を整備、地区バラ

ンスに配慮し、空き地部や拡幅に伴う残地に小公園を３箇所整備） 

・その他（風が強く延焼可能性の高い特性を踏まえ、防火水槽を整備） 

▼住宅等の整備に関する基本方針 

・乙部町まちづくり協定を定め、歴史と夕陽、やさしさとつながりが感じられる街なみ形成に努め

る。 

・道路との協会は、壁面の統一と歩行者へのやさしさを提供する空間として自主セットバック部分

を設ける。街なみの連続性を保つため、前庭駐車は原則禁止） 

▼その他 

・公共駐車場の整備と彫刻の配置、河川整備を行

う。 

・店頭の夜間照明を奨励する。 

・統一看板の整備を検討する。 

資料／乙部町ＷＥＢサイトを基に作成 
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5.2.2  木古内町（駅前通整備事業等） 

  

■事業の概要 

・ 事 業 名 ： 

・事業主体： 

・事業規模： 

・事業基幹： 

・ 事 業 費 ： 

駅前通整備事業 

北海道 

220ｍ 

平成 22 年度～平成 26 年度 

9.2 億円 

 

▼関連する事業の概要 

・事業名： 

・事業費： 

・基幹事業： 

 

 

・提案事業： 

木古内町中心市街地地区都市再生整備事業 

12.2 億円（うち交付対象事業費 11.3 億円、国費率 40％） 

道路整備（新幹線駅アクセス道路新設等 4 路線、216 百万円）、地域生活基盤施設

整備（9 百万円）、高質空間形成施設（220 百万円）、高次都市施設整備（305 百

万円） 

まちなか公園支障物件撤去事業（102 百万円）、観光交流センター建設事業（180

百万円）等 

■駅前通に関連する事業の内容等  

・新幹線木古内駅から南に延びる駅前通り 220ｍを拡幅整備。 

・拡幅に伴い、駅周辺の空間を演出するために「駅周辺統一デザイン空間策定事業」を平成 23 年

度に実施し、スカイロード、駅前広場、観光交流センター、駅前通商店街、ポケットパーク、街

路等、モニュメント標識、みそぎ公園のイメージを策定。また、商店街の景観形成については「ま

ちづくりルール」を策定。 

・駅前通に面した商店街については、個々の施設の色彩や外観等を統一し、美しいまちなみを演出

する「駅前通商店街景観統一事業」を実施し、「まちづくりルール」に基づいたスギ材を使用し

た景観を形成。 

  

資料／木古内町ＷＥＢサイトを基に作成 
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5.2.3  ニセコ町（街なみ環境整備事業） 

■事業の概要 

▼道道事業 

・ 事 業 名 ： 

・整備期間： 

・ 事 業 費 ： 

・街路延長： 

・ 施 設 等 ： 

道道岩内洞爺線改良事業 

平成 5 年度～平成 13 年度 

30.79 億円（うち補償物件費 94 件・21.02 億円、工事費 9.77 億円） 

727m（道路幅員 23ｍ、車道幅員 11m） 

植樹（山もみじ 103 本等）、道路照明灯 29 基、大型標識 3 基、電線共同溝 1,454m 

▼街なみ環境整備事業 

・整備期間： 

・ 事 業 費 ： 

・ 施 設 等 ： 

平成 8 年度～平成 13 年度  

2.77 億円  

小公園整備（3 箇所）、信号柱 9 基、ストリートファニチャー設置（標識柱 3 基、

案内看板 2 基、バスストップ 4 基、ゴミステーション 9 基）、住宅等修景事業 61

戸（建築設計に要する費用に対する助成として限度額 120 万円（3 分の 2 以内）、

住宅修景費・外構修景費等に対する助成として限度額 80 万円（3 分の 2 以内 

■施設整備経緯 

・平成 5 年実測線調査設計 

・平成８年～13 年にかけて協議会活動助成（住宅修景等） 

・平成 12 年～13 年道路改良工事 

■街なみ形成ガイドラインの主な内容 

▼1 階の高さ：3.1m を基準 

▼落雪対策：歩道部分及び隣接地に雪が落ちないよう

工夫 

▼建物のデザイン 

・屋根は鉄板とし、濃緑系又は茶系など黒に近い色彩 

・壁面の色は指定されたカラーコードの範囲から選択 

・外壁は木目調、板張り調のサイディング又は板張り 

・窓枠は白の樹脂製又は木製 

・窓台やバルコニーにはフラワーポットを置く場所を設置 

・外壁には街なみのアクセントとして化粧棒によるデザインを設置 

▼街なみを連続させるフレームデザイン 

・通りに面せ売る部分に街なみの連続感、賑わいを演出するフレームデザインを施す 

▼看板等の屋外広告物 

・見ただけで業種が分かるユニークで工夫のある突き出し看板を設置 

▼壁面線 

・道路境界線から 1.0m 以上後退 

▼その他 

・メーター類、タンク等は建物の側面又は後面に設置 

・自動販売機の道路側への単独設置は認めない（建物への組み込みはＯＫ） 

・敷地境界の幅は 60cm 以下 

資料／平成７年度本通街区景観整備計画策定委託業務（平成７年度・ニセコ町）等を基に作成 
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5.2.4  類似事例のまとめ 

 

表 5-2 類似事例のまとめ 

 乙部町 

（街なみ環境整備事業） 

木古内町 

（駅前通整備事業） 

ニセコ町 

（街なみ環境整備事業） 

道路延長 722m 220m 727m 

事業期間 平成 17～26 年度 平成 22～26 年度 平成 5～13 年度 

事業費 街なみ部分は 2.66億円 道路部分は 9.20 億円 

道路部分は 30.79 億

円、町なみ部分は 2.77

億円 

付帯施設等 

ポケットパーク、防火水

槽、集会所、案内看板、

街灯、電柱美装化等 

ポケットパーク、モニュ

メント標識、みそぎ公園

等 

小公園、ストリートファ

ニチャー（標識柱、案内

看板等）等 

まちづくり 

協定等 
あり 

協定ではなく「まちづく

りルール」を策定 
あり 

その他 
住宅等修景の対象は 

62 戸  

住宅等修景の対象は 

61 戸 

 

※道路部分の事業費を 100mあたりに換算すると木古内町の事例で 4.18億円／100m、ニセコ町の事例

で 4.26億円／100ｍとなる。 

※街なみ部分の事業費を 100ｍあたりに換算すると乙部町の事例で 368万円／100ｍ、ニセコ町の事例

で 381万円となる。 

※道路部分の事業費は道路管理者である道が負担（３事例とも道道の事例）。 
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5.3  中心市街地の活性化に向けた方向性 

 

5.3.1  中心市街地の活性化に向けた目標 

長万部町の商業を巡る市場環境の変化や類似事例等を踏まえ、中心市街地の活性化に向け

た目標を整理すると以下のようになる。 

 

目標１ 長万部の顔となるシンボル的な空間形成 

中心市街地は、新幹線の開業によって増加が期待される乗降客に対し、長万部の「顔」とな

るエリアにあることから、１つ目の目標を「長万部の顔となるシンボル的な空間形成」として

設定する。 

 

目標２ 乗降客の消費を受け止める基盤づくり 

中心市街地においては、新幹線の開業によって増加が期待される乗降客による消費をいかに

受け止めるかという点も重要な視点となる。このため、２つ目の目標を「乗降客の消費を受け

止める基盤づくり」として設定する。 

 

5.3.2  中心市街地の活性化に向けた視点 

２つの目標を実現するための中心市街地の活性化に向けた視点を整理する。 

 

視点１～事業規模及び財政負担額 

収集した事例を踏まえると、拡幅事業の場合、本町通の拡幅整備においては拡幅に伴う家屋

の補償などが必要となるため、多額のコスト（事例では 100ｍあたり 4億円程度）が必要とな

る。一方、道道に昇格した場合は、拡幅事業自体が道の事業となるため町財政の負担額は少な 

 

視点２～消費を受け止める商業機能の維持 

拡幅事業の場合、他地域の事例などを踏まえると、拡幅整備によって沿線の商業者や居住者

等が移転補償費によって転出するリスクも大きくなることから、町のシンボル的な空間を形成

するためには、拡幅に伴う移転をいかに最小化するかという点にも留意する必要がある。 

 

視点３～市場環境に合わせた商業機能の集約化 

長万部地域の商業を取り巻く環境をみると、地域人口の減少や商業行動の変化などによって

中心市街地を巡る商業環境は大きく変化している。現在の本町通商店街は、戦後昭和 30 年代

から 40 年代にかけて形成されたものであり、現在あるいは今後長万部町に必要とされる市場

サイズに比べると明らかに規模が大きすぎるといえる。このことから、町のシンボル的空間と

して賑わいを形成するためには、現在の本町通商業機能をいかに集約するかという視点も必要

になる。 
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5.3.3  中心市街地の活性化に向けた方向性等について 

中心市街地の活性化に向けた目標や視点を踏まえ、今後の方向性やスケジュールなどにつ

いて整理する。 

 

(1) 方向性 

本町通については、町はこれまで長い間道道昇格及び拡幅整備を前提として検討を進めて

きた経緯もあることから、来年度以降①「本町通の拡幅整備による街なみ環境整備」（沿線の

一体整備）という方向性と、②「駅周辺エリアへの商業機能の集約・再編」（集約化による面

的整備）という方向性の２つの視点で検討を進めていく。 

 

(2) スケジュール 

収集・整理した事例でも見られるように、街なみ環境整備の実施に向けては、合意形成や

補償、家屋の建て替え、道路整備などに非常に長い期間（10 年程度）が必要となる。また、

駅周辺エリアに商業機能を集約化していく場合においても、用地の選定、買収などに長い期

間が必要になる。このため、中心市街地の活性化に向けては、来年度以降早急に２つの方向

性について検討を行った上で、具体的な方針を定めていくことが必要になる。 

 

(3) 今後の論点等 

事業スケジュールを考えると、平成 29年度以降１～２年程度を目安に整備方針を決定する

必要がある。また、今後においては観光交流拠点・情報発信拠点との一体的な整備も含めて

検討していく必要がある。 
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5.3.1  中心市街地の活性化のまとめ 

 

 

【目標】     【方向性に向けた視点】    【方向性、スケジュール、論点】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

長
万
部
の
顔
と
な
る 

シ
ン
ボ
ル
的
な
空
間
形
成 

目標１ 

乗
降
客
の
消
費
を 

受
け
止
め
る
基
盤
づ
く
り 

目標２ 

 

視点１ 

・本町通の拡幅整備は事業規模

が大きくなることが予想される

（100ｍあたり約 4 億円の事

業費）が、道道昇格となると町

財政の持ち出しは少ない。 

 

 

 

視点２ 

・拡幅整備によって沿線の商業

者や居住者等が移転補償費によ

って転出するリスクも大きいこ

とに留意。 

 

 

 

視点３ 

・中心市街地の商業機能を巡る

環境は大きく変化（人口減少、

購買力の低下）していることか

ら、商業機能の集約（現在の本

町通は規模が大きすぎる）とい

う視点も必要。 

■方向性について 

○①「本町通の拡幅整備による街な

み環境整備」（沿線の一体整備）と

いう方向性と、②「駅周辺エリア

への商業機能の集約・再編」（集約

化におる面的整備）という方向性

の２つの視点で検討を進める。 

■スケジュール  

○街なみ環境整備の実施に向けて

は、10 年程度の期間（測量、補

償・建替、道路整備）が必要 

○駅周辺エリアへの集約化の場合

は、用地の選定等の検討を進めて

いく必要がある。 

■論点 

○事業スケジュールを考えると、今

後 1～2 年程度を目安に整備方針

を決める必要あり。 

○観光交流施設との一体的な整備を

含めて検討する必要あり。 

 →H29 年度中を目処に方針検討 
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【参考】中心市街地活性化に関する２つの方向性の比較検討及び検討の視点 

「街なみ環境整備事業」と「駅周辺への商業機能集約化」の特徴を比較した上で、今後の

検討にあたっての視点を整理すると以下のようになる。 

 

【街なみ環境整備について】    【駅周辺への商業機能集約化について】 
 

 

 

 

 

 

○事業主体は、道及び町 

○道道の拡幅事業で、支障物件となる沿線の建

物に補償費を支払い、その補償費等を用いて

沿線の建物を新たに建て替え（補償費は道道

の事業主体である道が支出）。 

○家屋の建て替えにあたっては、「まちづくり

協定」などの協定を締結し、デザインについ

て統一感が出るよう工夫（一部に木材を使

用、看板を統一など）。その場合、家屋の設

計費や色指定の場合の塗料の使用などに町

が補助金を出す例もある（ニセコの例）。 

○拡幅に合わせて、道路事業者（道）は街路の

ほか、歩道、植栽等を整備 

○町は防火水槽、ポケットパーク、ストリート

ファニチャー、案内看板等を整備 

 

○事業主体は町を想定 

 

○駅周辺のエリアに一定程度の用地を確保 

 

○その敷地を活用し、町内の商業者が店舗

等を設置（敷地は借地となるか買取かは今

後検討必要）。 

 

○店舗の新設を誘発するような仕組みも検

討が必要。具体的には、店舗周辺への駐車

場整備、修景施設（案内看板等）、ポケット

パークなどの整備など。 

■検討にあたっての視点 

 

視点１ 整備コスト 

・「街なみ環境整備」は、全体の事業費は大きいが道の負担額の比率が高く町の負担は相対的

に少ない。町の持ち出し額としては「駅周辺集約化」の方が高くなる可能性がある（補助の

メニューが少ない）。 

 

視点２ 商業機能の維持・充実 

・「街なみ環境整備」は、補償費をもらって移転してしまう商業者が多くなる可能性がある（木

古内の事例）。「駅周辺集約化」では意欲のある商業者を駅周辺に集約することで商業機能の

確保が可能。 

 

視点３ 長万部の「顔」としての機能 

・「街なみ環境整備」は、道道の沿道全体にわたって修景整備が可能（空き地は増える可能性

あり）、「駅周辺集約化」は駅周辺のエリアのみの整備に留まる。 
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